
■ ■

賃金引
設ベー

この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の

取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額が

わかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる

情報を掲載しています。

賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用下さい !
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賃金引き上 |ず特設ページのメニュー

哺ロコD
賃金引き上げに向けた

取り組み事例の紹介

哺田狐D
地域・業種・職種ことの

平均的な賃金検索機能

哺□狐D
賃金引き上げに向けた

政府の支援策の紹介
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地域・業種・職種の平均的な賃金検索機能
いざ賃金を引き上げようと思つても、いくらにすれば良いか悩ましいところ…。賃金検索機能は、地域。業種・職種の

平均的な賃金を調べることができます。企業内の賃金を決める上での参考としてお使いいただけます。

A県における『▲▲業」における平均的な賃金額 A県における「職種」別における平均的な資金額

A県
所定内給与額(月額)

(千円)

所定内給与額時給

(円 )

年間賞与等特別給
(千円)

合 計 378.9 2,301 1,339.3
～19歳 186.7 1,125 122.0
20～24歳 221.1 1,351 420.8
25～29歳 260.1 1,586 783.7
30～ 34歳 301.1 1,821 959.6
35～ 39歳 354.5 2,149 1,213.0

40～44歳 401.5 2,428 1,422.3

45～49歳 412.5 2.490 1,482.9

50～54歳 460.6 2,780 1,889,8

55～59歳 492.7 3,042 1,983.9

60～64歳 344.0 2,110 1,068.1

65～69歳 284.4 1,734 542.2
70歳～ 266.4 1,602 296.6

職 種 平均年齢
所定内
給与額(月額)
(千円)

所定内
給与額時給
(円 )

年間賞与等
特別給
(千円)

生産工程従事者 41.6歳 283.3 1,700 683.1
はん用・生産用・業務用
機械器具組立従事者

44.2歳 274.1 1,675 905.9

金属ブレス従事者 42.6歳 281.2 1,595 719.1
金属溶接・溶断従事者 38.8歳 269.9 1,579 824.9
運搬。清掃・包装響従事者 48.4歳 251.3 1,533 432.9
清掃員(ビル・建物を除く)
廃棄物処理従事者

49.4歳 282.6 1,759 623.5

A県の

詳しくは賃金引き上げ特設ベージでチェック ト
htpS:〃SaiteiChingin.rnhlw.gojpノ chingin/

厚生労働省
ひと.く らし、みらいのために

検 索 結 果 の例

A県
1時間当たり
所定内給与額(円 )

A県
1時間当たり

所定内給与額(円 )

産業計 1,752 製造業 1.483
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賃金引き上げに向けた取り組み事例の紹介
`〃
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1鵬|■1株式会社ゆめの樹 洋菓子の製造・販売業
パート・アルバイト5名の時給を5.5%、正社員は中小企業退職金制度の掛

け金を平均20%引き上げた。これらの原資を生み出すため業務改善助成金

を活用して、シュリンクバッカー(熱縮包装機)を導入。長期の冷凍保存がで

きるだけでなく、廃棄処分も激減し、コカ月約¬0万円ものコスト削減にも結

びついた。無駄と思われる固定費を削減しながら売上を伸ばし、利益を確保

して従業員に還元するのは経営者の責任という。

●社所在地 :熊本県八代市

●従業員数:12名

COMPANY PROFILE
企業プロフィール

医薬品・賦薬椰製造販売彙

正社員を対象に、定期昇給を含めて平均で前年度比9.0%を超える年収の

引き上げを実施。また、非正規雇用者には正社員に先立って時給を¬00円引

き上げ、昼食補助手当支給や正社員へのキヤリアアップ促進も強化。併せ

て、賃金・労働条件の改善について約2年にわたる労働組合との話し合いを

経て、役割・職責に応じた報酬体系などを内容とする新人事・賃金制度を導

入した。

COMPANY PROFILE＼  ●本社所在地 :東京都合東区
企業プロフィール // ●従業員数:708名、連結754名 (2023年 3月 31日現在)

1鵬 Eヨ
1南 九 施 設 株 式 会 社 適口・土木工事業

生産性向上のための設備投資を支援する業務改善助成金を活用し、手書き

の紙媒体で管理していた顧客情報を電子化し、迅速な検索を可能とした。業

務改善助成金による支援もあいまって、時給制の従業員の賃金を60円 引き

上げることができた。続いて、働き方改革推進支援助成金を活用し、ホワイト

ボードを電子化。進捗を現場から直接記入できるようになり、現場作業員が

直帰できるようになるなど作業効率が向上。また、協力会社もホワイトボード

を確認・編集可能な仕組みとしたため、電話業務も大幅に減ったという。

COMPANY PROFILE＼  ●本社所在地 :鹿児島県鹿児島市
企業プロフィール

/′ ●従業員数:19名

主な支援策の紹介

■目調〕栄研化学株式会社

業務改善
助成金

燿雙鷲鰤, 1■ ‐11

“．臨

キャリアアップ
助成金

ものづくり・
商業・サービス  :T導入補助金
補助金

賃上げ
促進税制

働き方改革推進支援センター よろず支援拠点
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その他にも様々な支援策をこ用意

レ「年収の壁・支援強化パッケージ」のこ案内     年収の壁・轟艦型tyケ
ージの

人手不足への対応が急務となる中で、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せず        v
希望どおり働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策に取り組みます。

106万円の壁
への対応

130万円の壁
への対応

配偶者手当
への対応
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鳥取労働局第14次労働災害防止推進計画
【計画のねらい】
厳しい経営環境等様々な事情について、それらをやむを得ないとせず、安全衛生対策に取り組むことが、
事業者にとって経営や人材確保・育成の観点からもプラスであることから、事業者による安全衛生対策の
促進と社会的に評価される環境の整備を図ることにより、「労働者一人一人が安全で健康に働くことがで
きる職場環境の実現」を目指します。

令和5(2023)年度から令和9(2027)年度までの 5か年間                     自

1 死亡災書については、 第13次期間中と比較して15%以上減少する。              I2 死傷災書については、増加傾向に歯止めをかけ、死傷者数について、令和 4年(2022年 )と比較し
て令和 9年 (2027年 )に減少に転じる。                           日

1 アウトプツト指標                                    熙

労働者の協力の下、事業者において実施される重点事項に係る取組の成果をアウトプット指標と 目
して定める。                                       E
2 アウトカム指標                                     |
事業者が、アウトプット指標に定める事項を実施した結果として期待される事項をアウトカム指 ロ_建 て鷲°___… … … … … … 』

鳥取県内の事業場の状況等の分析を行い、必要に応じて見直す予定。

1 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

2労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進(☆ )
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【鳥取労働局の取組事項】
。 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境整備 (安全衛生対策に取り組むことによる経営や人
材確保・育成の観点からの実利的なメリット等について周知 )。

・ 労働者死傷病報告に係る報告書の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等の一層の推進。
・ 労働安全衛生におけるDXの推進 (ウェアラブル端末等の新技術の活用及びその機能の安全性評価について工
ビデンスの収集 。検討)。 等

【鳥取労働局の取組事項】
・転倒や腰痛を含む行動災害に係る +saた協議会や関係機関との連携。
。転倒災害の発生状況や第三次産業の業界の実態に即した基本的労働災害防止対策の啓発ツール等の周知を行うと
ともに、アプリ、動画等を活用した効率的・効果的な安全衛生教育ツールの普及を図る。
・冬季の転倒災害防止対策について、関係機関と連携を図る。 等
【アウトプット指標】
。転倒災害対策 (八一ド・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を令和 9年 (2027年 )までに70%以上と
する。

・卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率を令和 9年
(2027年)までに80%以上とする。
・介護 。看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を令和 5年 (2023年 )と比較して令和 9
年 (2027年)までに増加させる。
【アウトカム指標】
・増加が見込まれる転倒の死傷年千人率を令和 4年 (2022年 )と比較して令和 9年 (2027年 )までに歯止めをか
ける。

・転倒による平均休業見込日数を令和 9年 (2027年 )までに30日以下とする。
・増加が見込まれる社会福祉施設における動作の反動、無理な動作の死傷年千人率を令和 4年 (2022年 )と比較し
て令和 9年 (2027年 )までに減少させる。

鳥取労働局 鳥取日米子口倉吉各労働基準監督暑 1
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【鳥取労働局の取組事項】
。「エイジフレンドリーガイドライン」のエッセンス版の周知を図る。

・厚生労働本省の「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」における検討を踏まえた取組の推進。等

【アウトプット指標】
。「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」 (令和 2年 3月 16日付け基安発0316第 1号。以下「エイジフレンドリーガイド

ライン」という。)に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組 (八―ド・ソフト両面からの対策)を実施する事業場の割合を令和 9年

(2027年 )までに50%以上とする。

【アウトカム指標】
・増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を令和 4年 (2022年 )と比較して令和 9年 (2027年 )までに、その増加に歯止めをかける。

3高年齢労働者の労働災害防止対策の推進(☆ )

4多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 (☆ )

5個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

6業種別の労働災害防止対策の推進 (☆ )
ア 陸上貨物運送事業対策

【鳥取労働局の取組事項】
・ トラックからの荷の積み卸し作業に係る墜落・転落防止対策の充実と強化を図る。

・荷役作業における労働災害の多くが荷主事業者の敷地等において発生している実態等から、荷主事業者対策に取組む。 等

【アウトプット指標】
。「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」 (平成25年 3月 25日 付け基発0325第 1号 )に基づく措置を実施する陸上

貨物運送事業等の事業場 (荷主となる事業場を含む。)の割合を令和 9年 (2027年 )までに45%以上とする。

【アウトカム指標】
。陸上貨物運送事業における死傷者数を令和 4年 (2022年 )と比較して令和 9年 (2027年 )までに5%以上減少させる。

イ 建設業対策

【鳥取労働局の取組事項】
。足場の点検の確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等墜落・転落災害防止対策を充実強化する。

・地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工事における労働災害防止対策を徹底する。等

【アウトプット指標】
・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントをより的確に取り組む建設業の事業場の割合を令和9年 (2027年 )までに100%とする。

【アウトカム指標】
・建設業における死亡者数を第13次労働災害防止推進計画 (平成30年度 (2018年度)～令和 4年度 (2022年度)。 以下「第13次」とい

う。)期間中と比較して15%以上減少させる。

【鳥取労働局の取組事項】
・厚生労働本省で開発を促進する外国人労働者への安全衛生教育、危険の見える化のためのビクトグラム安全表示の周知を図る。 等

【アウトプット指標】
・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい方法で労働災害防止の教育を行つている事業場の割合を令和

9年 (2027年 )までに50%以上とする。

【アウトカム指標】
・外国人労働者の死傷年千人率を令和 4年 (2022年 )と比較して令和 9年 (2027年 )までに減少させる。

【鳥取労働局の取組事項】
。有害物質による健康障害の防止措置について、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の方に対しても、同等の保護措置を講じることを

義務付ける改正省令の内容の周知を図る。等

24
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ウ 製造業対策
【鳥取労働局の取組事項】
・危険な作業を信頼性の高い技術を有する機械の置き換えを通じて、労働災害のリスクを低減させる取組を推進する。

・労働者に対する定期的な教育等意識を高める取組を推進する。 等

【アウトプット指標】
。リスクアセスメントを実施し、かつ、機械による「はさまれ 。巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を令和 9年 (2027

年)までに60%以上とする。

【アウトカム指標】
・製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を令和 4年 (2022年)と比較して令和 9年 (2027年 )までに 5%以上減
少させる。

工 林業対策
【鳥取労働局の取組事項】
・立木の伐倒時の措置等の徹底を図るとともに、下肢を保護する防護衣の着用や木材伐出機械等の安全対策を徹底する。

。「伐木等作業の安全ガイドライン」、「林業の緊急連絡体制整備ガイドライン」等の周知を図る。 等
【アウトプット指標】
・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」 (平成27年 12月 7日付け基発1207第 3号。「伐木等作業の安全ガイドラ

イン」)に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を令和 9年 (2027年)までに50%以上とする。

【アウトカム指標】
・林業における死傷者数を、伐木作業の災害防止を重点としつつ、第13次期間中より減少させる。

7労働者の健康確保対策の推進 (☆ )
ア メンタルヘルス対策
【鳥取労働局の取組事項】
・産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを通じてメンタルヘルス対策の取組を支援する。

・健康経営の視点を含めたメンタルヘルス対策に取り組む意義やメリットについて意識の啓発を図る。等

【アウトプット指標】
・メンタルヘルス対策として、①実務担当者の選任、②管理者及び労働者への教育・情報提供のいずれも取り組む事業場の割合を令和 9年

(2027年)までに80%以上とする。

・使用する労働者数50人未満の小規模事業場におけるス トレスチェック実施の割合を令和 9年 (2027年 )までに70%以上とする。

【アウトカム指標】
。自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はス トレスがあるとする労働者の割合を令和 9年 (2027年 )までに50%未満とす

る。

イ 過重労働対策

ウ 産

【鳥取労働局の取組事項】

・健康経営の視点を含めた経営層に対する意識啓発を強化する。

・「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」等を周知する。

・産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを通じて、事業場に対する産業保健活動を支援する。等

【アウトプット指標】
・各事業場において、相談窓口を含む必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を令和 9年 (2027年 )までに80%以上とする。

【アウトカム指標】
・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を令和9 年 (2027年 )までに50%未満と
する。 (再掲) 3

【鳥取労働局の取組事項】
。「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、過重労働が疑われる事業者への監督指導を徹底、「労働時間の適正な把握のため

に使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知、指導等の取組を推進する。 等
【アウトプット指標】
。年次有給休暇の取得率を令和 7年 (2025年 )までに70%以上とする。

・勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を令和 7年 (2025年 )までに15%以上とする。

【アウトカム指標】
・週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を令和 7年 (2025年 )までに5%以下とする。
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化学物質等による健康障害防止対策の推進
化学物質による健康障害防止対策 (☆)

【鳥取労働局の取組事項】
・事業者向けの化学物質管理に係る講習会等の充実を図る。

・労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターのGHS分 類・モデル SDS作成、クリエイト・シンプル (簡易リスクアセスメン

トツール)の周知等により事業場における化学物質管理を支援する。 等

【アウトプット指標】
・労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号 )第57条及び第57条の 2に基づくラベル表示・安全データシート (以下「SDS」 という。)の交

付の義務対象となつていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、ラベル表示・ SDSの交付を行つている事業場の
割合を令和 7年 (2025年 )までにそれぞれ現状より20%以上増加させる。

・労働安全衛生法第57条の 3に基づくリスクアセスメントの実施の義務対象となつていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質

について、リスクアセスメントを行つている事業場の割合を令和 7年 (2025年 )までに現状より20%以上増加させるとともに、リスクア

セスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を実施している事業場の割合を令和 9年 (2027年 )まで

に現状よりの20%以上増加させる。

【アウトカム指標】
・化学物質の性状に関連の強い死傷災害 (有害物等との接触、爆発、火災によるもの)の件数を第13次期間中と比較して5%以上減少させる

イ 石綿、粉じんによる健康障害防止対策

【鳥取労働局の取組事項】
。石綿事前調査結果報告システムの周知を図る。

・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル等を周知する。

・発注者の配慮義務等にかかる周知等を実施。

・第10次粉じん障害防止総合対策に基づく呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用を推進。 等

ウ 熱中症、騒音による健康障害防止対策 (☆ )
【鳥取労働局の取組事項】
。日本産業規格 (]IS)に 適合した暑さ指数計や熱中症予防に効果的な機器・用品の普及を図り、あわせて、先進的な取組の紹介、「職場
における熱中症予防基本対策要綱」の周知・指導を実施する。

・「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく取組の指導等を実施する。 等

【アウトプット指標】
・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を令和 5年 (2023年 )と比較して令和 9年 (2027年 )までに増加さ

せる。

【アウトカム指標】
・増加が見込まれる熱中症による死傷者数を第13次期間中より減少させる。

工 電離放射線による健康障害防止対策

【鳥取労働局の取組事項】

・医療機関に対して、放射線被ぼく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム導入に係る支援を周知。

【―ロメモ】 労働災害防止推進計画とは
労働災害の防止対策を総合的かつ計画的に実施するため、国が5年間にわたる労働災害防止計画を示し、各
地方局ではこれに基づきそれぞれの地方局に応じた労働災害防止推進計画を策定しています。
鳥取労働局では、昭和33年に第1次労働災害防止推進計画を策定しました。

「鳥取労働局第14次労働災害防止推進計画」は
鳥取労働局ホームページに掲載しています。

くう厚生労働省

鳥取労働局
鳥取日米子・倉吉各労働基準監督署

2024.34

匡⇒



令 和 7年 労 働 災 害 発 生 状 況 (速 報 )

(注 )()内 は死亡者数で内数である。労働基準監督署で受理 した休業 4日 以上の労働者死傷病報告書を取 りまとめた もの。機械器具製造業は、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送機械等製造業の合計である

署  別

業 種 別

/ヽ
計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(%)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率

(%)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(%)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(%)死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数

全   産   業 ( 3)479 ( 1)484 -5 -1.0 ( 1) 158 ( 1) 166 -8 -4.8 ( 1) 240 233 3.0 ( 1) 81 85 -4 -4,7

( 3)437 ( 1)368 69 18.8 ( 1)131 ( 1)115 16 13.9 ( 1)228 185 43 23.2 ( 1)  78 68 10 14.7

製 造 業 89 75 14 18.7 26 21 23.8 52 43 20.9 11 11 0.0

75.0 0.0 100.0 0 0.0

11 120.0 200.0 4 100.0 0 0.0

10 10 0.0 -4 -80.0 150.0 33.3

37 31 19.4 300.0 26 26 0.0 0.0

24 25 -1 -4.0 10 11 -1 -9.1 11 10 10.0 -1 -25.0

建 設 業 ( 1) 48 70 -22 -31.4 16 33 -17 -51.5 ( 1) 21 26 -5 -19.2 11 11 0.0

( 1) 21 27 -6 -22.2 10 -4 -40.0 ( 1) 13 10 30.0 -5 -71.4

15 30 -15 -50.0 17 -14 -82.4 11 -4 -36.4 150.0

11 -9 -81.8 -6 -85.7 -3 -100.0 0 0.0

13 19 -6 -31.6 10 -8 -80.0 8 -1 -12.5 И
４
ム 300.0

12 13 -1 -7.7 16.7 -4 -80.0 100.0

運輸交通業 56 ( 1) 36 20 55.6 23 ( 1) 11 12 109.1 29 19 10 52.6 И
ａ
八

-2 -33.3

48 ( 1) 35 13 37.1 19 ( 1) 11 72.7 27 18 9 50.0 -4 -66.7

700.0 4 0 4 * 100.0 *

林   業 -2 -22.2 100.0 -2 -40.0 -2 -100.0

その他の事業 ( 2)279 294 -15 -5.1 ( 1) 89 99 -10 -10.1 135 140 -5 -3.6 ( 1) 55 55 0.0

( 1) 67 48 19 39.6 21 18 16.7 36 23 13 56.5 ( 1) 10 42.9

15 11 36.4 -1 -33.3 11 4 57.1 100.0

19 18 5.6 100.0 -2 -28.6 -1 -14.3

12 33.3 -1 -100.0 8 60.0 33.3

110 160 -50 -31.3 43 63 -20 -31,7 50 69 -19 -27.5 17 28 -11 -39.3

-3 -42.9 -2 -66.7 4 -4 -100.0 *

( 1) 52 41 11 26.8 ( 1) 14 100.0 25 25 0.0 13 44.4

安全衛生のメッセージ (令和 7年度ゼロ災55無災害運動スローガン)それ危険 注意し合える安全職場 みんなで築くゼロ災55

‐
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令 和 7年 労 働 災 害 発 生 状 況 (速 報 (コ ロナ除く。
合 計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署

令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年 令和6年

業 種 別

署  別

死傷者数 死傷者数

増
減
数

増減率
(%) 死傷者数 死傷者数

増
減
数

増減率
6) 死傷者数 死傷者数

増
減

数

増減率
0) 死傷者数 死傷者数

増
減
数

増減率
(%)

全   産   業 3)437 (1)368 69 18.8 ( 1)131 ( 1) 115 16 13.9 ( 1)228 185 43 23.2 ( 1) 78 68 10 14.7

89 75 14 2618.7 21 23.8 52 43 9 20.9 11 11 0 0.0

4 75.0 0 0.0 6 100.0 0 0 0.0

6 120.0 4 200.0 100.0 0 0.0

10 10 0 0.0 -4 -80.0 150.0 4 33.3

37 31 6 19.4 6 300.0 26 26 0 0.0 0 0.0

製 造 業

24 25 -1 -4.0 10 11 -1 -9.1 11 10 10.0 -1 -25.0

( 1) 48 70 -22 -31.4 16 33 -17 -51.5 ( 1) 21 26 -5 -19.2 11 11 0 0.0

( 1) 21 27 -6 -22.2 10 -4 -40.0 ( 1) 13 10 30.0 -5 -71.4

15 30 -15 -50.0 17 -14 -82.4 -4 -36.4 150.0

11 -9 -81.8 -6 -85.7 0 -3 -100.0 0 0.0

13 19 -6 -31.6 10 -8 -80.0 8 -1 -12.5 4 300.0

建 設 業

12 13 -1 -7.7 6 16.7 -4 -80.0 4 2 100.0

56 ( 1)36 20 55.6 23 ( 1) 11 12 109.1 29 19 10 52.6 4 -2 -33.3

48 ( 1) 35 13 37.1 19 ( 1)  11 8 72.7 27 18 9 50.0 2 -4 -66.7

運輸交通業

700.0 0 4 * 100.0 0 *

林   業 -2 -22.2 100.0 -2 -40.0 0 -2 -100.0

( 2)237 178 59 33.1 ( 1) 62 48 14 29.2 123 92 31 33.7 ( 1) 52 38 14 36.8

( 1) 67 48 19 39.6 21 18 16.7 36 23 13 56.5 ( 1) 10 42.9

15 11 36.4 -1 -33.3 11 4 57.1 100.0

19 18 5.6 4 4 100.0 -2 -28.6 6 -1 -14.3

12 33.3 0 -1 -100.0 8 60.0 4 33.3

68 44 24 54.5 16 12 4 33.3 38 21 17 81.0 14 11 27.3

4 -3 -42.9 -2 -66.7 0 4 -4 -100.0 0 *

その他の事業

( 1) 52 41 11 26.8 ( 1) 14 100.0 25 25 0 0.0 13 9 4 44.4

(注)()内 は死亡者数で内数である。労働基準監督署で受理した休業4日 以上の労働者死傷病報告書を取りまとめたもの。機械器具製造業は、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送機械等製造業の合計である。

安全衛生のメッセージ それ危険 注意し合える安全職場 みんなで築くゼロ災 55(令 和 7年度ゼロ災55無災害運動スローガン)



令和7年 死 亡 災 害 発 生状 況 (速報 )
7 10

番

号 業 種
発生月

発生時間帯

事故の型

起因物
災 害 の 概 要

建設業

3月

15時～16時

火災

引火性の物

重油輸送用配管を切断し、切断面にステジFズ:製の再裏:1雇:ア=:巧
;種
i覇1諏i萩:薄:頭:天π可:蔓:死:「

ろ出火し、やけどを負つたもの。

警備業

5月

19時～20時 乗用車

激突され
夜間工事のため、道路を通行止めにしようと、道路路肩付近で規制看阪石設置τて百πF~
ころ、走行中の普通乗用車にはねられたもの。

3 商業

7月

5時～6時

激突され

トラック

被災者は、新聞配達のため民家の敷地入り口にあるスロープにトラア家積覇扁薩蒻豪薫3~
を停車し、降車して新聞を配達していたところ、当該トラックがスロープにそって動き出し、被
災者はトラック後部と民家の壁の間に挟まれて被災し、約2時間後に死亡した。

4 接客娯楽業

10月

5時～6時

墜落・転落

階段・桟橋

被災者は、事務所2階の更衣室で作業着T扉罐覇誦::τ丁薩爾iでTi著天顧両る
・
蔭薫爾豪

「

頭部を負傷し死亡した。

6



令 和 7年 労 働 災 害 発 生 状 況 (速 報 )

(注)()内 は死 亡者数で内数である。労働基準監督署で受理 した休業 4日 以 上の労働者死傷病報告書を取 りまとめた もの。機械器具製造業は、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送機械等製造業の合計である。

署  別

業 種 別

/ヽ
計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
8)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(%)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(%)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率

(%)死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数

全   産   業 (4)517 (1)537 -20 -3.7 ( 1) 168 ( 1) 184 -16 -8.7 ( 1)260 260 0.0 ( 2) 89 93 -4 -4.3

( 4)475 (1)416 59 14.2 ( 1)141 1)131 10 7.6 ( 1)248 209 39 18.7 ( 2) 86 76 10 13.2

製 造 業 97 83 14 16.9 27 23 17.4 57 48 18.8 13 12 8.3

4 4 100.0 0.0 100.0 *

11 6 120.0 4 200.0 100.0 0 0.0

11 11 0.0 -4 -80.0 100.0 33.3

40 34 17.6 300.0 29 28 3.6 -1 -25.0

27 29 -2 -6.9 11 13 -2 -15.4 12 12 0.0 4 0.0

建 設 業 ( 1)  50 76 -26 -34.2 16 38 -22 -57.9 ( 1) 23 26 -3 -11.5 11 12 -1 -8.3

( 1) 21 27 -6 -22.2 10 -4 -40.0 ( 1) 13 10 30.0 -5 -71.4

15 36 -21 -58,3 22 -19 -86.4 11 -4 -36.4 66.7

13 -11 -84.6 -8 -88.9 -3 -100.0 0 0.0

13 23 -10 -43.5 13 -11 -84.6 -1 -12.5 100.0

14 13 7.7 16.7 -2 -40.0 4 100.0

運輸交通業 58 ( 1) 41 17 41.5 24 ( 1) 11 13 118.2 30 23 30.4 -3 -42.9

51 ( 1) 39 12 30.8 20 ( 1) 11 9 81.8 29 22 31.8 -4 -66.7

250.0 4 * 0.0 100.0

林   業 12 -4 -33.3 4 -1 -20.0 4 -1 -20.0 -2 -100.0

その他の事業 ( 3)304 325 -21 -6.5 ( 1) 97 107 -10 -9.3 146 158 -12 -7.6 ( 2) 61 60 1.7

( 1) 71 57 14 24.6 22 19 15.8 38 28 10 35.7 ( 1) 11 10 10.0

17 11 54.5 0.0 12 71.4 100.0

19 20 -1 -5.0 4 100.0 -4 -44.4 -1 -14.3

( 1) 14 55.6 0.0 60.0 1) 5 66.7

121 171 -50 -29.2 46 67 -21 -31.3 54 74 -20 -27.0 21 30 -9 -30.0

-2 -28.6 -1 -33.3 -4 -100.0 *

( 1) 57 50 14.0 1) 15 10 50.0 29 31 -2 -6.5 13 44.4

安全衛生のメッセージ それ危険 注意し合える安全職場 みんなで築くゼロ災 55(令 和 7年度ゼロ災55無災害運動スローガン)



令 和 7年 労 働 災 害 発 生 状 況 (速 報 (コ ロナ除く。))
鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署/ヽ

計

令和6年令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年 令和6年 令和7年

業 種 別

署  別

死傷者数 死傷者数

増
減
数

増減率

(%) 死傷者数 死傷者数

増
減
数

増減率
(%) 死傷者数 死傷者数

増
減
数

増減率
a) 死傷者数 死傷者数

増
減

数

増減率

(%)

全   産   業 ( 4)475 (1)416 59 14.2 ( 1)141 ( 1)131 10 7.6 ( 1)248 209 39 18。 7 ( 2) 86 76 10 13.2

14 17.4 57 48 9 18.8 13 12 8.397 83 16.9 27 23 4

4 4 100.0 0 0.0 100.0 0 *

11 6 120.0 6 4 200.0 4 100.0 0 0.0

11 0.0 -4 -80.0 100.0 4 33.311

40 34 17.6 6 300.0 29 28 3.6
′
４ェ
-1 -25.0

製 造 業

27 29 -2 -6.9 11 13 -2 -15.4 12 12 0 0.0 И
４ェ 4 0.0

( 1) 50 76 -26 -34.2 16 38 -22 -57.9 1) 23 26 -3 -11.5 12 -1 -8.3

( 1) 21 27 -6 -22.2 6 10 -4 -40.0 1) 13 10 30.0 -5 -71.4

15 36 -21 -58.3 22 -19 -86.4 11 -4 -36.4 66.7

13 -11 -84.6 9 -3 0-8 -88.9 -100.0 0.0

13 23 -10 -43.5 13 -11 -84.6 8 -1 -12.5 4 100.0

建 設 業

13 7.7 6 16.7 -214 -40.0 4 100.0

( 1)41 17 41.5 24 3058 ( 1) 11 13 118.2 23 30.4 4 -3 -42.9

51 (1)39 12 30.8 20 ( 1)  11 9 81.8 29 22 31.8 6 -4 -66.7

運輸交通業

250,0 4 0 4 * 0 0.0 100.0

8 12 -4 -33.3 4林   業 -1 -20.0 4 -1 -20.0 0 -2 -100.0

( 3)262 204 58 28.4 1) 70 54 16 29.6 134 107 27 25.2 ( 2) 58 43 15 34.9

1) 71 57 14 24.6 22 19 15.8 38 28 10 35.7 ( 1) 11 10 10.0

17 54.5 0 0.0 12 71.4 100.0

19 20 -1 -5,0 4 4 100.0 9 -4 -44.4 6 -1 -14.3

( 1) 14 55.6 0 0.0 8 60.0 ( 1〉   5 66.7

79 50 29 58.0 19 14 35.7 42 23 19 82.6 18 13 38.5

-2 -28.6 -1 -33.3 0 ″
４ェ
-4 -100.0 0 *

その他の事業

( 1) 57 50 ( 1) 1514.0 10 50.0 29 31 -2 -6.5 13 9 4 44.4

(注)()内 は死亡者数で内数である。労働基準監督署で受理した休業4日 以上の労働者死傷病報告書を取りまとめたものc機械器具製造業は、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送機械等製造業の合計である。

安全衛生のメッセージ それ危険 注意し合える安全職場 みんなで築くゼロ災 55(令 和 7年度ゼロ災55無災害運動スローガン)



令和7年 死 亡 災 害発 生状 況 (速報 )
7 11 30

番

号 業 種

発生月

発生時間帯

事故の型

起因物
災 害 の 概 要

建設業

3月

15時～16時

火災

引火性の物

重油輸送用配管を切断し、切断面にステンレス製のふたをアーク溶接で溶接していたとこ
ろ出火し、やけどを負つたもの。

警備業

5月

19時～20時

激突され

乗用車

夜間工事のため、道路を通行止めにしようと、道路路肩付近で規制看板を設置していたと
ころ、走行中の普通乗用車にはねられたもの。

商業

7月

5時～6時

激突され

トラック

被災者は、新聞配達のため民家の敷地入り口にあるスロープにトラック(積覇石種再百薫百
を停車し、降車して新聞を配達していたところ、当該トラックがスロープにそつて動き出し、被
災者はトラック後部と民家の壁の間に挟まれて被災し、約2時間後に死亡した。

接客娯楽業

10月

5時～6時

墜落・転落

階段・桟橋

被災者は、事務所2階の更衣室で作業着に着替えをし、階段で1階へ降りる際に転落し、
頭部を負傷し死亡した。

建設業

11月

11時～12時 仮設物、建築物、構造物等

墜落・転落
3階屋上で防水工事作業中約9.5メートルの高さから墜落したもの。

~



令和6年 死 亡 災害 発 生状 況 (確定 )

番

号 業 種
発生月

発生時間帯

事故の型

起因物
災 害 の 概 要

運輸交通業

5月

15～ 16

交通事故 (道路 )

トラック

のまま立木に衝突して横転した。

2 建設業

10月

2～ 3

倒

　

路

転

　

通

フアルト地面に後頭部を打ち付けたもの。
ス ス

3 運輸交通業

12月

17～ 18

はさまれ・巻き込まれ

車両系建設機械

lC・し

ところ、動いたアームにはさまれた。

4

6

Ｎ
Ｏ
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令 和 6年 労 働 災 害 発 生 状 況 (確定値 )

安全衛生のメッセージ 安全は 働くみんなでつくるもの 働くみんなを守るもの (中央労働災害防止協会 令和 7年標語)

署  別

業 種 別

△
計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署

令和6年 令和5年 増
減
数

増減率
(°6)

令和6年 令和5年 増
減
数

増減率

(%)

令和6年 令和5年 増
減
数

増減率
(%)

令和6年 令和5年 増
減
数

増減率

(%)死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数

全   産   業 ( 3)639 ( 4)895 -256 -28.6 ( 2)223 ( 3)271 -48 -17.7 ( 1)302 ( 1) 357 -55 -15.4 114 267 -153 -57.3

( 3)514 ( 4)554 -40 -7.2 ( 2) 167 ( 3) 179 -12 -6.7 ( 1)250 ( 1)277 -27 -9。 7 97 98 -1 -1.0

製 造 業 101 (1)137 -36 -26.3 35 ( 1)  40 -5 -12.5 54 60 -6 -10.0 12 37 -25 -67.6

11 -6 -54.5 -2 -50.0 -3 -50.0 -1 -100.0

-1 -16.7 2 4 -2 -50.0 100.0 0.0

17 37 -20 -54.1 11 -2 -18.2 66.7 23 -20 -87.0

42 53 -11 -20.8 11 -4 -36.4 31 38 -7 -18.4 0.0

32 ( 1) 30 6.7 15 ( 1)  10 50.0 13 12 8.3 -4 -50.0

建 設 業 ( 1) 86 ( 1) 89 -3 -3.4 43 ( 1) 29 14 48.3 ( 1) 30 41 -11 -26.8 13 19 -6 -31.6

( 1)  30 29 3.4 10 10 0 0.0 ( 1) 13 12 8.3 0.0

40 (1)45 -5 -11.1 25 ( 1) 14 11 78.6 12 22 -10 -45.5 -6 -66.7

16 ( 1) 23 -7 -30.4 11 ( 1)  8 37.5 -4 -50.0 -6 -85.7

24 22 9.1 14 6 133.3 14 -6 -42.9 0 0.0

16 15 6.7 60.0 -2 -28.6 0 0.0

運輸交通業 2) 51 49 4.1 ( 2) 14 18 -4 -22.2 28 26 7.7 9 4 80.0

( 2) 48 41 17.1 ( 2) 13 14 -1 -7.1 27 24 12.5 166.7

-5 -62.5 -3 -75.0 -1 -50.0 -1 -50.0

林   業 13 13 0.0 -1 -14.3 0.0 100.0

その他の事業 388 ( 2)607 -219 -36.1 125 ( 1) 177 -52 -29.4 185 ( 1) 225 -40 -17.8 78 205 -127 -62.0

72 71 1.4 24 23 4.3 34 38 -4 -10.5 14 10 40.0

16 12 33.3 33.3 10 4 66.7 -1 -33.3

21 ( 1) 23 -2 -8,7 4 ( 1)  4 0 0.0 10 16 -6 -37.5 133.3

12 28 -16 -57.1 -3 -60.0 12 -6 -50.0 4 11 -7 -63.6

196 399 -203 -50.9 74 122 -48 -39.3 84 107 -23 -21.5 38 170 -132 -77.6

4 100.0 0 * 25.0 0 0.0

63 ( 1) 70 -7 -10.0 14 20 -6 -30.0 36 ( 1) 42 -6 -14.3 13 62.5

(注)()内 は死亡者数で内数である。労働基準監督署で受理した体業4日 以上の労働者死傷病報告書を取りまとめたもの。機械器具製造業は、 ‐般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送機械等製造業の合計である。



令 和 6年 労 働 災 害 発 生 状 況 (確定値 (コ ロナ除く。))

(注)()内 は死亡者数で内数である。労働基準監督署で受理した休業4日 以上の労働者死傷病報告書を取りまとめたもの。機械器具製造業は、 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送機械等製造業の合計である。

署  別

業 種 別

∧
計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署

令和6年 令和5年 増
減
数

増減率

(%)

令和6年 令和5年 増
減

数

増減率

(%)

令和6年 令和5年 増
減
数

増減率

(%)

令和6年 令和5年 増
減
数

増減率

(%)死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数

全   産   業 3)514 ( 4)554 -40 -7.2 ( 2)167 ( 3)179 -12 -6.7 ( 1)250 ( 1)277 -27 -9.7 97 98 -1 -1.0

製 造 業 101 (1)121 -20 -16.5 35 ( 1) 40 -5 -12.5 54 58 -4 -6.9 12 23 -11 -47.8

11 -6 -54.5 4 -2 -50.0 6 -3 -50.0 0 -1 -100.0

-1 -16.7 ″
４
ム
-2 -50.0 100.0 0.0

17 22 -5 -22.7 9 11 -2 -18.2 150.0 9 -6 -66.7

42 52 -10 -19.2 11 -4 -36.4 31 37 -6 -16.2 4 ´
ａェ 0 0.0

32 ( 1) 30 6.7 15 ( 1) 10 50.0 13 12 8.3 ′
４
■

-4 -50.0

建 設 業 ( 1) 86 ( 1)88 -2 -2.3 43 ( 1) 28 15 53.6 イ 1) 30 41 -11 -26.8 13 19 -6 -31.6

( 1) 30 29 3.4 10 10 0 0.0 ( 1) 13 12 8.3 0 0.0

40 ( 1) 45 -5 -11.1 25 ( 1) 14 78.6 12 22 -10 -45.5 9 -6 -66.7

16 ( 1)23 -7 -30.4 11 ( 1)  8 37.5 -4 -50.0 -6 -85.7

24 22 9。 1 14 6 8 133.3 14 -6 -42.9 2 0 0.0

16 14 14.3 4 4 100.0 -2 -28.6 3 0 0.0

運輸交通業 2) 51 49 4.1 ( 2) 14 18 -4 -22.2 28 26 7.7 9 4 80.0

( 2) 48 41 17.1 ( 2) 13 14 -1 -7.1 27 24 12.5 8 166.7

8 -5 -62.5 4 -3 -75.0 -1 -50.0 -1 -50.0

林   業 13 13 0 0.0 -1 -14.3 0 0.0 2 100.0

その他の事業 263 ( 2)283 -20 -7.1 69 ( 1) 86 -17 -19.8 133 ( 1) 147 -14 -9.5 61 50 11 22.0

72 71 1.4 24 23 4.3 34 38 -4 -10.5 14 10 4 40.0

16 12 4 33.3 4 33.3 10 6 4 66.7 2 -1 -33.3

21 ( 1)23 -2 -8。 7 ( 1)  4 0 0.0 10 16 -6 -37.5 7 4 133.3

12 28 -16 -57.1 -3 -60.0 12 -6 -50.0 4 11 ~イ -63.6

71 83 -12 -14.5 18 31 -13 -41.9 32 36 -4 -11.1 21 16 31.3
′
４ム 4 100.0 0 * 4 25.0 0 0 0 0.0

63 (1)62 1.6 14 20 -6 -30.0 36 ( 1) 35 2.9 13 85.7

安全衛生のメッセージ 安全は 働くみんなでつくるもの 働くみんなを守るもの (中央労働災害防止協会 令和 7年標語)



令和 6年の鳥取県内における労働災害発生状況の概要
1 死亡者数、死傷者数の推移
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令和 6年の新型コロナによる労働災害を含む体業 4日 以上の死傷者数は 639人で、新型コロナによる

労働災害を除くと514人でした。

長期的にみると、平成 2年から死傷者数は減少傾向でしたが、平成 21年以降は、横ばい状態です。

2 直近 10年間における主要な産業別の死傷者数の推移
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ここ 10年間で保健衛生業(病院 。社会福祉施設など)は令和 2年 に件数が大幅に増え、以後高止まりが

続いています。他の業種は、増減幅が大きいものもありますが、全体としてほぼ横ばいかやや増加の状況

です。

次からは令和 5年口6年の労働災書発生状況 (新型コロナによる労働災書を除く)です。

3 業種別死傷者数
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令和 6年は 514人が被災し、製造業が最も多く101人、続いて建設業 86人、卸小売業 72人、保健衛

生業 71人 となっています。

4 業種別死傷者数の割合
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令和 6年では製造業 19.6%、 続いて建設業 16.7%、 卸小売業 14.0%、 保健衛生業 13.8%、 道路貨物運

送業 9.3%の割合となっています。

2

83′ ■5096

令和6年
514人71,138%

ヽ

■14.2● 6鶴

83,159,`

102,19,3` 節ヽ196“

86,16

72,14.C"6



5 事故の型別死傷者数
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令和 6年の全産業の事故の型別では転倒が最も多く145人、続いて墜落 。転落 100人、動作の反動 。

無理な動作 59人、はさまれ・巻き込まれ 56人 となっています。

6 事故の型別死傷者数の割合
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令和 6年の全産業の事故の型別では転倒が最も多く 28.2%、 続いて墜落 。転落 19.5%、 動作の反動 。

無理な動作 11.5%、 はさまれ 。巻き込まれ 10.9%と なっています。

災害に占める割合の順位は令和 5年 と同じでした。
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7 主な事故の型別平均休業見込み日数
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令和 6年では墜落 。転落が平均休業見込み日数が最も長 く46.3日 でした。事故の型で最も多い転倒

は平均休業見込み日数が 37.2日 でした。

令和 6年は 50歳以上の死傷者数が 288人で全体
の 56.0%を 占めています。
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令和 6年を見ると年齢が高 くなるにつれて体業
見込日数が長 くなる傾向です。
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10 年代別死傷者数の割合

12.21ヽ 1019、
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令和 6年は 60歳以上が 30.2%、 50歳代が 25.9%、 40歳代が 18.9%を 占めています。

令和 5年では 50歳以上の割合が 63.2%で した。

11 監督署別死傷者数及び割合
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令和5年
554人

● .■■ : =: 当  ヤ11:諄

令和 5年が 50.0%、 令和 6年は48.6%が米子署管内の事業場で発生しています。

鳥取県内の約半数の災害が米子署管内での発生です。
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令和6年
514人
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12 重点業種別事故の型別発生状況
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令和 6年は製造業では「はさまれ・巻き込まれ」、建設業では「墜落 。転落」、陸上貨物運送業も「墜
落・転落」、林業では「激突され」及び「転倒」が最も多い事故の型でした。

それ以外の業種 (主 に第 3次産業)では「転倒」が最も多い事故の型です。

陸上貨物運送業の「墜落・転落」はトラックの荷台からのものが多く発生 しています。

そして、製造業、建設業、陸上貨物運送業においても、次に多い事故の型は「転倒」でした。
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国籍 令和 6年 令和 5年
インドネシア 3人 3人
カンボジア 1人
フィリピン 1人
中国 2人
ブラジル ■   1

:ノヽ

ベ トナム 1人 5人
ミャンマー 1人 ・ 1  1

:ノヽ

モンゴル 1人
言十

△ 7人 13人

13 外国人労働者の被災状況

14 直近 10年間における鳥取県内での転倒災害の推移

180
176

165

31

:42
147 300 :45

i35

2● 5
126 lS l

110
1!5

14S

13S
14。

上:人・

下:年間災害件数に占める割合〈

"

平成27年 平成28年 平成29年 平成∞年 令和元年 今和 2年 今細3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年

ICЮ

170

150

:30

110

00

70

7

令和 6年 令 和 5年業種

製造業 1人 3人
建設業 4人 3人
小売業 3人

1人 3人7土会福祉 ,恒言貴

旅館業
■  1
:ノヽ

その他 1人
合計 7人 13人



15 直近 10年間における鳥取県内での熱中症による休業 4日以上の死傷者数  ( )=死 亡者

発生年 令和 6年 令和 5年 令和 4年 令和 3年 令和 2年

死傷者数

(人 )
11(0) 4(0) 6(0) 2(0) 3(0)

平成 31年 平成 30年 平成 29年 平成 28年 平成 27年

死傷者数

(人 ) 1(1) 6(0) 2(0) 3(0) ・

:(())

令和 6年発生の 11件 について、業種別では、卸小売業 3人、建設業 2人、清掃・ビルメンテナン

ス業 2人、交通運輸業 2人、社会福祉施設 1人、教育研究業 1人で発生しています。発生場所は屋

内 5人、屋外 6人でした。

8

発生年



7月末現在における転倒災害発生件数と割合
(労働者死傷病報告より)

転倒災害
発生件数
大幅増〈ゝ禾日6

7月末
226人

令和 7年 7月末現在における
転倒災害の年代別発生状況

41(人 )

lli

令和 7
7月末
294人

令和 7年 7月末現在における転倒
災害の年代別平均休業見込日数

48.6

l

(日 )

37.3
29.233.5■

.143.5

日IIII
２１
■
■

三
■

９
■

５

■
０

ござぶござ

21.3

0

∬が _〆甲ピi八靱湾ド
′

':｀

′・                       ツ

'|`′

鳥取県内で発生した休業 4  1
日以上の労働災害のうち、転 死翼:[
倒による労働災害 (以下「転 m
倒災害」といいます。)は、
本年 7月末現在において106 勁

人発生しており、生生旦塑  ¨
(65人)と て大幅 t_ 1自由ル日

5年おき・死傷者数及び事故の型別労働災書発生割合

無̈一　

同̈

転 倒

:鴫,“

31.896 ■合
(転倒 )

⌒

腱嬌・転落
21.896

554'

フ.60も

/

":“
年

はきまれ・
書き込まれ

無理な動作

"ヨ"●

覇　　　　」

繁
　
　
　
　
』

加しています。
そして、年齢が高くなるほ 詢
ど発生件数が増加しており、 1∞
(:i:11:::_lili:I:i:」

::::1lL==11:::」 1111:):::::::illl:I:::11lili:〕 |:::!:::i:11:l:llllill::lili:【 【::::      。
は55.7%を占めます。

また、平均休業見込日数は37.3日であり、手首や骨盤などを骨折して 1月
以上休業する場合も少なくありません。災害のない働きやすい職場を作るた
めには転倒災害の防止対策の推進が求められます。裏面に記載の実施内容の
取り組みを進め、ノヽ― ド、ソフト両面から転倒災害の防止に努めましょう。

()厚生労働省 鳥取労働局

動作の反働

"1"● "■

9摯 略詢中

“

率

27

転倒災害が増加 !

65人′
2996



(1)実施体制等
事業者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、安全推進者等
の中から転倒災害を防止するための取組を推進する担当者を指名してく

ださい。また、労働者に対して転倒災害を防止する取組を推進する旨の

基本方針を表明することが望まれます。  ※安全推進者とは
(2)転倒災害を防止する対策
ア ノヽ―ド面の対策

イ ソフト面の対策
(ア)ス トレッチ体操等の体操・運動の実施
【例】転倒・腰痛予防 !「いきいき健康体操」

(イ)体力測定等による転倒 リスクの判定
【例】中央労働災害防止協会
「転びの予防体カチェック」

(3)安全衛生教育
厚生労働省HP
「転倒災害の防止」

HP職場のあんぜんサイト
「転倒災害防止対策の推進について」

(4)健康管理
労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施するとともに、医師の意

見を踏まえて診断結果に基づく事後措置を適正に実施すること。

(5)外部資源の活用
①中災防「中小規模事業
場安全衛生サポート事
業」

③エイジフレンドリー
補助金の活用

(6)表彰

具:覇翼曇量
∬翻蠍
回 軸 憾

・

酔 嘔

27

蛛

蝙

厚生労働省HP「高年齢労働者
の安全と健康確保のためのガイ

ガイドライン」 (通称 :エイジ
フレンドリーガイドライン)

②鳥取産業保健総合支援
センター「転倒・腰痛
予防指導」

④その他
SAFEコンソーシアム
ヘの参加

つまずき注意

ミ
多

,骨りにくい朝ヒの

着用

●  |プ′ 、ヽ
」h′ |¬

な
「危険箇所の
見える化すべり,主意:

体操・体力測定

ア :事業場内の表彰 イ :鳥取労働局長による安全衛生優良事業場表彰制度

||1畷蜃



`」
S'

♂""‖(0)PI冬の転倒災害

>鳥 取県内における労働災害の約 3分の 1が転倒災害
>転 倒災害のうち 60歳以上の割合は約 5割
>転 倒災害のうち休業日数 30日以上の割合は約 6割
>冬 期 (積雪、凍結時)の転倒災害が多い

鳥取県内の事故の型別労働災書発生状況

(令和 5年、 6年 )

その他 39%

合計1068件

順FI」■■■

転倒 30%

墜落・転落

21Cん

鳥取県内の転倒災書に占める起因物の割合

(令和 5年、6年 )

■

合計321件
通路 31%

28

動作の反動 。無理

な動作 11%
数値の末用四捨五入のため
100%になりません。 歓置の末月四捨五入のため

100%に なりません。

鳥取県内の転倒災書の年代別労働災書発生状況

(令和 5年、 6年 )

20歳代

降
30歳代

40歳代

合計 321件

60歳以上
5196

鳥取県内の転倒災書における休業見込み日数別

労働災書発生状況(令和 5年、 6年 )

4～6日 5%

60日 ～ 31% 笏
7～ 13日1996

14～29日 27%

平均休業見込み日数39.6日
71.7%が骨折

50翻‖t27ツ6    30～ 59[ヨ 289も

く)厚生労働省

3
転倒災害が

べり、つ

重症化しやすい

60歳以上が約 5割

鳥取労働局 ・鳥取 米子 倉吉労働基準監督署 (R7.11)1

その他 55%

環境等 13%



(人 )
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鳥取県内の月別転倒災書発生状況 (令和 5年～6年 )

42
30

21

II
5月   6月   7月
■転倒災害発生人数

25
30

II
10月   11月   12月

例年多し

冬の転倒災害事例
。配達のため徒歩で移動中、坂道で凍結路面と気づかず滑つて転倒、手首を骨折

(小売業、70代女性、2か月休業 )

・施設駐車場を歩行中、積雪で段差が見えず、段差につまずき転倒、足首靭帯損傷

(保健衛生業、40代女性、1,5か月休業 )

。エレベータ前の床が、靴についた雪が解けて濡れており、滑つて転倒、月要。腕等を打撲

(サービス業、60代女性、2週間休業 )

28

冬期は、降雪、凛結した通路などで転倒し、負傷する労働災書が多く発生していますので、下記
の対策を請じて下さい。

◆ 実施体制の整備

転倒災害防止の取組を推進する担当者(安全管理者、安全推進者等 )
を指名すること。

◆ 通路などでの対策
降雪した通路は、除雪し、凍結した通路などは融雪剤などを散布し、
安全通路の確保を行うこと。
滑りにくい靴を使用させること。
あせることなく急がず、ゆつくりと小さい歩幅で、靴の日全体をつけて
歩行すること。
服のポケツトなどに手を入れたり、両手に物を持ちながら歩行しない
こと。
会社内敷地、駐車場などで過去滑つた場所、ヒヤリ八ット情報で得た
場所などの職場の「危険マツプ」を作成し、労働者に周知すること。

◆ 気象状況の把握など

気象情報 (積雪、凍結など)を把握し、早めに労働者に周知し、対策
を講じること。
天候が悪化し、交通機関に遅れなどが予想される場合、休日、勤務時
間、出張などの変更を検討すること。
警報、注意報などが発表された場合の対応マニュアルを作成し、会社
内で周知すること。

◆ 高年齢労働者における転倒防止対策
身体機能の低下を補填する設備 (明るさの確保、滑り止めの設置な
ど)の対策を請じること。
柔軟性、筋力を高めるストレッチ、運動などを取入れ基礎的な体力、
生活習慣の改善に取り組むこと。

1た
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靴底の凹凸あり  lt底の凹凸が減少
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冬期の転倒災害防止のポイント
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に下記の標識を参考とし、
「安全見える化」を行つて下さい。

すべりやすい 所、段差の箇所な

水分・油分注意 雪道すべり注意

ポケットに手を入
れて歩く禁止

１
０

ｌ

ｖ
ｌ

．

／
／
″
」▲

†

′
~ヽ

ヽ_ノ

凍結注意

段差注意 傾斜注意

′

―

ながらスマホ禁止 あせり・急ぎ注意

ふみはずし注意

′

′
′ ′

3



自主点検を行いましよう

転倒災害防止のため、下記のチェックリス トで自主点検を行い、改善項目があれば
早急に改善して、労働災害防止に努めましょう。

チェック項目

2  積雪、凍結時に転倒のおそれのある場所を認識していますか ?

3  除雪用具、融雪剤、転倒防止用マツ トなどを準備していますか ?

4  滑りやすい場所などを危険場所として「安全見える化」していますか ?

5  ヒヤリ八ット情報を活用して、危険マップを作成し、周知していますか ?

6  「ながら歩き」や、ポケットに手を入れたまま歩くことなどを禁止していますか?   [コ

7  滑りにくい靴や手袋の着用を推奨していますか ?

8  降雪、凍結前に、転倒を防止するための教育等を実施していますか ?

9  降雪、気温に関する気象情報を把握し、注意喚起を行う体制を確保していますか ?

10  安全に移動できるように十分な照度を確保していますか ?

11  ス トレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れていますか ?

12  時間に余裕をもつて歩行、作業を行うよう指示していますか ? □

□

□

□

13  駐車場の除雪・融雪は万全にして、出入回の凍結などにも注意していますか ? □ 4

1  転倒災害防止のための取組を推進する担当者 (安全推進者等)を指名していますか ? [コ

□

□

□



1 令和 7年 6月 1日に
改正労働安全衛生規則が

施行されます 」
職場における   0)偏y焦t滋l事1鴛
熱中症対策の強化について

熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

・死亡災害が 2年連続で30人 レベル.

・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災書の約5～ 6倍。

・死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響

により更なる増加の懸念。

ほとんどが

「初期症状の放置・対応の遅れ」

基本的な考え方

> >

「熱中症の自党症状がある作業者」や

「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が

その旨を報告するための体制整備及び関係作業者

への周知。

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブル

デバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状

がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

早急に求められる対策

「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!

熱中症クールワークキヤンペーン実施要綱」で実施を求

めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、

現場において

死亡に至らせない

(重篤化させない)ための

適切な対策の実施が必要。

現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、

迅速かつ適切に対処することにより、熱申症の重篇化を防止するため、

以下の「体 制整備 」、「手順作成」、「関係 者への周知」が

事業者に義務付けられます。

■ 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に

迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先

及び所在地等

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症

による重篤化を防止するために必要な措置の実施

手順(フロー図①②を参考例として)の作成及び関係

作業者への周知

29

■

対象となるのは

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続 1時間以上又は1日 4時間を超えて実施」が見込まれる作業

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であつても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を推奨する。

※なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとする。

職場における

熱中症による死亡災害の傾向

蛛わ|ける 判断する



職場における熱中症対策の強化について  () 厚生労働省Ui.irky ol H..lth. Labour.nd Welr.r.

熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロ…図 ●
※これはあくまでも参考例であり、現場の実情にあった内容にしましょう。

熱中症のおそれのある者を発見

意識の異常等

異常等なし

できる

回復しない、症状悪化

回復

回復後の体調急変等により症状が悪化するケースがあるため、
連絡体制や体調急変時等の対応をあらかじめ定めておく。

※これはあくまでも参考例であり、現場の実情にあった内容にしましょう。

熱中症のおそれのある者を発見

作業離脱、身体冷却

回復

回復後の体調急変等により症状が悪化するケースがあるため、

連絡体制や体調急変時等の対応をあらかじめ定めておく。

↓

できない

回復

作業離脱、身体冷却

救急隊要請

医療機関への搬送

C=D

自力での水分摂取
目

経過観察29

熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図 0

医療機関への搬送

異常等あり

熱中症ゴ疑われる症状例
【他覚症状】
ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、

痙攣等

【自覚症状】
めまし、筋肉痛。筋肉の硬直(こむら返り)、

頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温等

「意識の有無」だけで

判断するのではなく、

①返事がおかしい

②ぼ一っとしている

など、普段と様子がおかしい場合も異常等

ありとして取り扱うことが適当。

判断に迷う場合は、安易な判断は避け、

#7119等を活用するなど専門機関や
医療機関に相談し専門家の指示を仰ぐ

こと。

熱中症ゴ疑われる症状例

【他覚症状】
ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、

痙攣等

【自覚症状】

頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温等

①返事:がおかしもヽ

②ぼ一つとしている など、

普段と様子がおかしい場合も、熱中症の

おそれありとして取り扱うことが適当。

医療機関への搬送に際しては、必要に

応じて、救急隊を要請すること。

救急隊を要請すべき力洋U断に迷う場合は、

#7119等 を活用するなど、専門機関や

医療機関に相談し、専門家の指示を仰ぐ

ことも考えられる。

医療機関までの搬送の間や経過観察中は、一人にしない。
(単独作業の場合は常に連絡できる状態を維持する)
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申 込 無 料 要 予 約

職場の熱中症予防対策

令和 7年度 産業保健研修会

～熱中症を悔るな !職場から発生させないために～

口日 時 5.160 13:00～ 15:00 車
―
　
　
一
　
　
‐

Ｅ

Ｅ

．
に
ｋ
ｌ
″

ルヽ
、

口場所 鳥取第―地方合同庁舎 2階会議室
(鳥取市 富安 2丁 目 89-4)

テーマ

講 師

『熱中症の病態・治療と、早期発見 0異変に気付いたときの応急処置』

栄町クリニック管理者/

鳥取産業保健総合支援センター産業医学担当相談員 松浦喜房 氏

②『職場における熱中症対策』 鳥取労働基準監督署 安全衛生課職員

口日 時 5.20● 13:30^ψ 15:30
]場所 米子コンベンションセンター3階  第 3会議室

(米 子市末広 町 294)

|

テ…マ

講 師

『職場における熱中症対策』 米子労働基準監督署 安全衛生課職員

『熱中症になりやすい人、場所、気象条件と体調の異変に気付いた時

の応急処置』

鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢洋一 氏

【主 催 ・ お 問 合 せ 先 】

鳥取産業保健総合支援センター

TEL 0857-25‐3431
共催/鳥取 。米子労働基準監督

【申込方法】
QRコ ー ド、または鳥取産業保健総合支援セン
ターホームページからお申込みください。

申込〆切 :開催各3営業日前

定 員 各 25名

I

ヽ
４

¨
＾
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Q.転倒事故って防げるの?A口防げます !

n
崖

職場の高齢化が進んでるな…と思ったら

中央労働災害防止協会から講師を招き、近年多発している転倒災害の
防止について説明を行います。

2_エイジフレンドリーガイドラインのご説明
増加する高齢労働者の災害防止のため鳥取産業保健総合支援センター
より「エイジフレンドリーガイドライン」について説明を行います。

3`熱中 にかかる法改正への f8rc?L\(
各種報道でも取り上げられている熱中症にかかる対策の義務化につ
いて、どこよりも詳しく説明を行います。

日 時:令和7年 6月 27日 (金)13:30～15:30
場 所 :鳥取地方合同庁舎 2F

またはlWEB酉己1言(TEAMS)(WEB参加用URLはお申込完了時お知らせいたします。)
定 員 :会場参加30名、WEB配信100名 (先着順)
参加費 :無料

お申込方法

下記URL又は右記QRコ ードにて申込用ページにアクセスし、

インターネット上にて必要事項を入力の上お申し込みください。
オンライン参加用QRコ ード 会場参加用QRコ ード

(オ ンライン参加・会場参加で申込用ページが異なるためご注意ください。 )

オンライン参加用∪RL https://www.roudOukyOku― setsumeikal.mhlw.gO.jp/briefings/NDE20Q==/

会場参加用URL  https://www.roudoukyOku― setsumelkai.mhlw.gO.jp/briefings/NDE20A==/

熱中症対策しないと法律違反 !?

なお の
△

の
■●● △

い

申込期限 :令和7年 6月 20日 (金)まで お問い合わせ先  T[L0857-24-3212
(鳥取労働基準監督署安全衛生課 )

島聖童皿基璧塁」聖置 上島」塾堕菫1墨:墾盤 金支援センター共催

ヽ Eコ

令和 7年 7月 1日 から7日 は、全国安全週間です。
開催のお知ら

これに先立ち、労働災害防止のための特別な説明会を開催
ヨ‐ _コ■

よ19。

Eコ

■

|
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ス トレスチェックをこれから導入する事業者の方ヘ

ストレスチエツクの「取り組み方が分からない」とき
・ ス トレスチェックはどこに頼めばいい ?(健康診断の委託先 ?専門業者 ?)
・ 事業者の方針表明や、実務責任者、担当者の設定はどうする ?

・ プライバシーの保護はどうする ?

・ 安全衛生委員会における審議は ?

・ 高ス トレス者に対する医師の面接指導の実施体制はどうする ?
・ メンタルヘルスの相談体制の整備はどうする ?

・ ス トレスチェック結果の集団分析・職場環境改善のやり方は ?等

′

啜

産保センターが提供する 無料の

メンタルヘルス対策の個別訪間支援が有効です

メンタルヘルス対策の専門スタッフ (社労士、心理職、保

健師等)が貴事業場を訪問し、事業場の状況に応じたス ト
レスチェックの導入について、具体的なアドバイスを行う

ほか、メンタルヘルス対策の構築を トータルで支援します。

申 込 先 :廉鋼 囲 壁 1果セ ン タ …  電 話 :0857‐ 25-3431

お申込は、裏面の「メンタルヘルス対策支援申込書」をご活用ください。
また、監督署からの利用勧奨があつた場合は、その旨お伝えください。

□

り

）

ti〕)

ひと,く らし。みらい0ために

厚生労働省 鳥取労働局・労働基準監督署
M、,""rソ 0,H●●::卜 bboヽ″●●dW● l,● re

(R7.4)

ストレスチェックの導入には

″
J/ さだく用
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メンタルヘルス対策支援申込書

申込日

※ この申込書にご記入の上、そのままFAX番号へご送信ください。(FAX番号:0857-25-3432

当センターホームベージ内「メンタルヘルス対策」からも申込できます。

鳥取産業保健総合支援センター httpS://WWW.tOttOrlSJOhaS.90。 jp

年   月  日

30

事 業 場 名 従業員数 人

所  在  地

T

TEL FAX

担  当
職 名

氏 名

E― mail

業  種
□ |□ |□  □  |口 |口 |口 |□ |

晦

1皿
葉

1蹴
業
ガ轟

1盤 |」明
轟
1不

動□露

|

□

歎震、

宿泊求

|□

1医薇、
1 祖社

産業医

□

散■.T
習支援栞

□
リービス

栞 (その

僣D

|

|

|

□

そのイ8

無□ 有  □事 業 内 容

□

個別訪間支援

希慶 れる場合、
働麟つけて下さい。

第一希望日

|

|

|
希望時間帯

第二希望日
|

|
|

|

希望時間帯

支 援 内 容

右の項目で、

支撮希壼の項目に

口をつけて下さい。

(複数運沢可 )

E〕 l 衝生委員会にかかる支機 □  , 職場但帰にかかる支援
(職場
`■

帰支撒プログラムの作成支援を除く)

E 2 *r*t&r;a;rrarEcrEEr:D/r'6rE □ 3
敦百研修の実饉にかかる支搬 (管理監督者及び若年労働■

向けメンタルベルス敦吉の実施を除く )

□

□

3 「oの健康づくり計画」の策定にかかる支援

4
メンタルヘルス対策のための事暴増内体制の整備にかかる支

援
匡〕・0 環略復帰支鮨フロクラム作成支猿

tr s m*nneo),effrilr*r.rra6lfr El ・ その紀

〔二〕
` 
メンタルヘルス不調者の早輌発見と遺切な対応にかかる支援

□
管理監督者向け

メンタルヘルス1教育
〈ストレスチエツク含む)

希菫される場合、
口壼つけて下さい。

第一希望日 希望時間帯

希望時間帯

参加者見込み数
,`た だし:事撃場につき1回のみ.
■昴の日程Л整のため、少なくとも1カ月程度は余稲を見て下さい。

ロ

若年労働者向け
メンタルヘルス教育

備整される嬌合.

口をつけて下さい。

第一希望日 希望時間帯

希望時間帯

参加者見込み数
*た だし1軍二場につき1回のみ.
講師の日程調整のため、少なくとも1カ月程資は余裕を見て下さい。

希望する支援の具体的内容、現在困つていること等

□ 健康経営マイレージ事業のメニューとして実施を希望する。
※全国健康保険協会(協会けんぼ)に事業場名・所在地の情報を提供いたしますので、予めご了承ください。

鼈
(R7.4)

支援無料

(フ
1

D g ,r t-vZt L'rrBEgot^t:H!-6lt

|

第二希望日
|

|

第二希望日



事業主・労働災害防止団体の皆さま

労働安全衛生法及び作業環境測定法
改正の主なポイントについて

令和8(2026)年 1月 1日から段階的に施行※されます
※一 部 は 公 布 日 (令 和 7年 5月 ¬4日 )に 施 行 済 み

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業
者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正
を行いました。

● 個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者と同じ場所で働<個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主
体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

(1)注文者等の配慮 R7.5.14施行

労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期など
に対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者に
も広く適用されることを明確化しました。

(2)混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大  R8.4.1施行

(特定)元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働
者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該
労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。
また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために
講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされまし
た。

(3)業務上災害報告制度の創設 R9.1.1施行

31

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に
報告させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととし
ています。

(4)個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や
安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実
施、③危険。有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。



(5)作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行

作業場所管理事業者 (仕事を自ら行う事業者であつて、当該仕事を行う場所を管理するもの

をいいます。)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいず

れかが、危険。有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な

措置を講ずることが義務付けられました。

0職 場のメンタルヘルス対策の推進
公布後3年以内に政令で定める日から施行

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となつている常用労働者数50人未満
の事業場においても、ストレスチェツクや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けら

れました。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に
即したストレスチェックの実施体制。実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による

高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター(地さんぼ)の体制拡充

などの支援を進めていきます。

【ストレスチェック制度の流れ】

医師の面接指導 職場環境改善

GD化学物質による健康障害防止対策等の推進

(1)危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保 公布後5年以内に政令で定める日から施行

化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知 (SDS:安全データシートの交
付 )の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を

変更した場合の再通知が義務化されました。

製造メーカー

輸入業者

化学物質使用事業者
(ユーザー)

卸売業者

努
力
義
務
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③Э・②の情報を踏まえた危険性及び有
害性等の調査(リスクアセスメント)の
実施

④③の結果に基づく必要なばく露低減措
置の実施

※③、④は製造メーカー等でも実施

ψ
①ラベル表示
②SDS交付
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①ラベル表示
②SDS交付

,1魔ア・ '~｀路
¨

一一̈一̈

化学物質管理の流れの例
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メンタルヘルス不調の未然防止
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(2)営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知 R8.4.1施行

SDSに ついて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性
が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学名等 (※ )での通
知が認められることとなりました。

なお、代替化学名等での通知を行つた事業者は実際の成分名等の情報についての記録・保存
が義務付けられました。

また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分
名の開示を行うことが義務付けられました。

※代替化学名等:当該成分の化学名における成分の構造または構成要素を表す文字の一部を省略・置き換えた化学名などを
言いますが、詳細な代替化学名等の表示方法などについては国が指針を定める予定です。

なお、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置等については非開示は認められません。

(3)個人ばく露測定の精度担保 R8.10.1施 1行

危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物
質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担
保するため、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者 (必要な講習を

受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従つて行うことが義務となりました。

僣)機械等による労働災害防止の促進等

(1)特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し R8.4.1施行

危険な作業を必要とする特定機械等 (ボイラー、クレーンなど)に対して義務付けられている製造
許可や製造時等検査などの制度について、

① 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査につい
て、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。

② 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受け
た民間機関が検査を行うことが可能となります。あわせて、特定機械等の製造時等検査・性
能検査や、個別検定。型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従つて検査・検
定を行わなければならないこととされました。

民間移管済

【製造段階の許可 。検査】 臨動 ,メ渥彗】 1 骸E嵐助勺た財会整鋼
(ポイラー等 )

(ク レー ン等 )
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(2)特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化 R8.1.1施行

フォークリフトなどの一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査について、基準を

定め、登録検査業者はこの基準に従つて検査を行わなければならないこととされました。

また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能講習について、不正

に技能請習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行つた場合の回収

命令、欠格期間の延長が規定されました。

● 高年齢労働者の労働災害防止の推進 R8.4.1施行

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の
改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。

また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定める
こととしており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行つていただ<必要があり
ます。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律」も改正されました

● 治療と仕事の両立支援の推進 R8.4.1施行

職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努
力義務となりました。

また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとして
おり、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行つていただ<必要があります。

改正安衛法等に係る特設ページ
L堕饉地生wwwl』 1量:山巫■2k二重:■生金i旦」■:nLsu
itettuユ 但ゝLД≦01巡ユ:」_工⊆」』」塾=立1■≧旦≦童⊇Ш_堕Ll■zttLn
Zel立al■

=e■
LQl立上1週[の生Q[X]り■上立量

安全衛生政策全般の紹介
h:Lip墨 :∠∠www.mhlw』 _Q」⊇∠s■/seisakuni

上墾⊥上l」e五2L里1遮2∠kΩyΩ旦_重⊆墨1⊆量⊇上L生壼Ωlldoukij
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「ゼロ災 55」 無災害運動
運動期間 令和7年 11月 7日 (金)～ 12月 31日 (水 )の55日間

それ危険 注意し合える安全職場
みんなで築くゼロ災55
※本スローガンは (株)明治製作所 門木勇輔氏 の作品です。

令和7年度(第37回 )「ゼロ災55」無災害運動実施要綱(抄 )

墜落 。経営
・ 安全 |

衛生担

・ 健康診
・ 長時

・有害性の調査 (

・清潔。しつ

転倒災害防
・非定常作業における作業手順見直し

全衛生バトロールの実施

主唱 :鳥取労働局鳥取・米子・倉吉労働基準監督署

協賛 :鳥取県労働基準協会及び東部・西部・中部支部
建設業労働災害防止協会鳥取県支部
鳥取県木造家屋等低層住宅建築工事安全対策委員会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 鳥取県支部
林業・木材製造業労働災害防止協会鳥取県支部
鳥取県採石協会
建設荷役車両安全技術協会鳥取県支部
労働者健康安全機構鳥取産業保健総合支援センター
日本労働安全衛生コンサルタント会鳥取支部
鳥取県建設工事関係者労働災害防止連絡会議

等安全

、「ゼロ災

クの評価

画の
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要な就

労働災害による被災者数の推移 (コロナ除く)30
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第37回

本運動の広報

労働局・
。本運動の広報
・ 安全衛生バトロール、安全衛生講習会等の実施
・ 労働災害防止団体等が行う災害防止活動に対する
指導援助

衛生管理者、安全衛生推進者

・ 5S(整理・整頓・ 危険予知活動の
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令和6年に発生した休業4日以上の労働災害のうち新型コロナウイルス感染症によるものを除くもの (以下「死傷者

数」といいます。)のうち墜落。転落災害は100人で死傷者数全体の19.5%を占め、転倒災審に次いで多く発生しました。

業種別では建設業が最も多く、続いて運輸交通業、製造業及び商業の順で多くなりました。

また、起因物についてみると、「その他の装置」が最も多く、次いで「仮設物・建築物・構築物」、「物上げ装置・運搬機

械」と続きます。具体的には「その他の装置」は、はしご。脚立が、「仮設物。建築物・構築物」は階段が半分強を、「物上げ

装置。運搬機械」はトラックが大部分を占めています。

【墜落・転落災書防止メリ鷲】

瞥様に積極的 |こ取り織鋤でいただきたいこと
・墜落 。転落 t'〕お li lのある箇所への囲い、手すり等の設置

フルノ`一ネメ響 II.I:琳」止用器具の確実な使用
・はじこ・馳1瞳_等ご,|:全な使用の徹底等の実施
・墜落・転落災薔レ |:■[関するリスクアセスメン トの実施
・墜落・転落のお二―||のある作業での保護 1)目の着用の徹底
・ トラック荷むから1'メ墜落・転落防止対策の徹底

熱租別の■含             超田鞠用の目含

保健衛生菜

5,0%

その他の装置

(はしご・脚立

など)
38.0%

32 令和6年における死傷者数のうち「転倒」によるものは145人で、死傷者

数全体の28.2%を占めています。また、平成26年に比べて18,9%の増加

となつています。

同様に「動作の反動。無理な動作 (腰痛、ねんざ等)」 によるものは59人

で、死傷者数全体の11.5%を占めており、平成26年と比べて47.5%の増

加となっています。

でいただきたいこと

「転倒」災書、「動作の反動・

無理な動作」災害の推移

こ  。_Ⅲ・鬱
転倒 ●…………“鸞    145
122      126

動作の反
動・無理            59
たヽ:助

`乍

 40     45

H26年   Rl年   R6年
寺):照 )」の実施や

1の実践

りに努めまし

ろlジスクに応 した I作業管理」|~作業環境管理」

flの総合的かつ継続的な実施

「転倒予防」「腰痛予防」の取組はこちらから→

」国口言

よ つ

輻徊

ゼロ災55 略つの柱」
1墜落。転落災害防止対策の推進

襲鎌摯
、11ィ0鶴 ||.:

2

鶉

場上げ装置・
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織 醸 |

鼈
「峰爾 慎設物‐‐‐|‐1建筆

物・構築物 :
29,09`

運輸交通業

21.0'43



令和6年における死傷者数のうち「はさまれ・巻き込まれ」によるものは56人で、死傷者数全体の10,9%を占めました。
業種別では製造業が最多で、はさまれ・巻き込まれ災害の46.4%を占めました。また、起因物別では、加工機械、建設
機械などの「動力機械」が35.7%、 コンベア、フォークリフトなどの「物上げ装置、運!搬機械」が26.8%を占めました。

災書防止対饒とし可、機輔の回転部等へのカバーの設置、自動運転彿 1■職め爾蘇瀬翻へ∽立入禁
よ、回転書「分や薄書Sを清掃す番際仰機械停止の励行・徹底、共同作業時中

‐
11輌の1静篤、運転機 `操作

機から¢死角輸安全確認等により作業を行う必要があります。

業種別の割合 起国物別の割合

接客娯楽業

ア.196

その他の

装置等

12.596

令和6年における死傷者数のうち「交通事故」によるものは20人 (内、死亡者 1)で死傷者数全体の3.9%を占めまし
た。運輸交通業および商業で6人 (30.0%)が最も多く、次いで製造業2人となりました。配送・運搬・送迎など主に自動
車等を使用する業種で発生しています。また、過去10年間(平成27年～令和6年 )の死亡労働災害を事故の型別で分類
すると、交通事故が7人 (20.0%)で、墜落。転落に次ぎ多く発生しています。

交通鱒働災害の防止のために 1ま、組織的に安全運転、交通法規の麟守檬締気藁を高めるため
の融線が薫要です。

※「交通労働災書防止のためのガイトライン」では、。安全衛生管理体制の確立。適正な労働時間管理・安全教育の実施・安全意識の高揚対策の実施
などを求めています。

過去10年間の死亡災薔の事故の製別割合 (数字は人数)

躙躙蝿|
096 1090   20%   3096   4096   5096   60%   70'6   809b   90%
博墜落、転落 田交通事故 ヽはさまれ ,巻き込まれ  ・転倒 口崩壊・倒壊  激突され

10096

その他

製造業
46.49も

その他

23.29る

鳥取県内の事業場から提出される労働

者死傷病報告の集計結果によると、労働災

害による休業 4日以上の死傷者数のうち、

60歳以上の労働者が占める割合は近年増
加傾向にあり、令和6年においては30。2%
となり、平成15年の15。 1%から15.1ポイン
ト増加しています。

労働安全衛生法の改正により、高年齢労

働者の労働災害防止を図るため、必要な措

置を講ずることが努力義務となります。

(R8.4.1施行)

50歳代、60歳以上の死傷者数割合の推移
(鳥取県内 休業見込4日以上コロナ除く)
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【:エイシンかン諄犠:・…́フ機イトライン (高年齢労働者の安全と健康確保のためのカイドライン)|ごつしヽて】

このガイドラインは高年齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場において、事業者と労働

者に求められる取組を具体的に示したものとなつており、事業者に対して、①安全衛生管理体制の確立、②身体機能の

低下を補う設備・装置の導入等職場環境の改善、③高年齢労働者の健康や体力の状況の把握、O高年齢労働者の健康
や体力の状況に応じた対応、⑤安全衛生教育の実施を求めています。また、労働者に対しては、自らの身体機能の変化
が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、健康や体力の維持管理、定期健康診断や特定健康診査

の受診、食習慣や食行動の改善などを求めています。

厚生労働省HPでは、ガイドラインの詳細のほか、補助金、セミナーなどの

情報も掲載していますので、ご確認ください。

労働安全衛生法では、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際に「雇入れ時の健康診断」を、また雇入れ後は1

年以内ごとに1回、有害業務等一定の業務に従事する労働者には6月以内ごとに1回、「健康診断」を行うこととされて
います。鳥取県内の定期健康診断有所見率は令和 6年では60■%でした。   定期健康診 断有所見率 (%)

62.0 ―
全国 。・‐…鳥取県

57.0

52.0

47.0

健 康診断実施後の措置をお願いします。

● 健康診断の結果、所見がある労働者については、健

康保持に必要な措置につしヽて医師の意見を聴き、そ

の意見を健康診断個人票:こ記載すること

② 事業者は医師の意見を勘案し、必要がある場合は、

労働者の意向牝踏まえた上で、作業の転換、労働時

間の短縮など就業上の措置を購ずること

③ 撻鷹診断の結果、特に健康の保持が必要と認められ

る労働者に対して医師又は保健師による保撻指導

を行うよう勢めること

42.0  ・  ・     ・  ・          ヽ
HHHHHHHHHRR
22 23 24 25 26 27 28 29 3C1 1  2
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

労働安全衛生法の改正により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられます。(R7.5.14から3年以内に施行 )

安全の「見える化」は、職場に潜む危険や安全衛生情報を写真や注意書きなどにより「目に見える形」にする効果的

な安全衛生活動の取組です。

0危険を防止するための「島える化」        ②安全籠生情報の「見える化」
見えない危険を絵や文字で「見える化」することで、      リレーリレなどの情報を「見える化」することで、
現場の労働者の自らの気づきを促します.        作業を安全で合理的に行うことができます.

出 ‖ ●
‐
_‐■

! 階段下り回の表示 . 積上げ高さの制限
安全通路の明示

③安全衛生活■0「見える化」

安全衛生活動を「見える化」することで、

安全衛生レベルが上がります。

... .a7.4,,

『 安全童言』
私は次のことをします :
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中小企業事業主の皆さまヘ ()厚生労働省・都道府県労働局

仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づ<りのために、
以下の取組を行つた中小企業事業主の皆さまを応援します !

凛
… … … … 噺 "__“ ″ ″

男性の育児休業取得促進   〉〉〉
仕事と介護の両立支援    〉〉〉
円滑な育児休業取得支援   〉〉〉
業務代替者への手当支給等  〉〉〉
育児期の柔軟な働き方整備  〉〉〉
仕事と不妊治療等の両立支援 〉〉〉

1出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
2介護離職防止支援コース
3育児体業等支援コース
4育休中等業務代替支援コース
5柔軟な働き方選択制度等支援コ~ス  ＼NEW/
6不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

出生時両立支援コース(子育てバパ支援助成金)
ハ

鮨 男性の育休取得促進にむけて

育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に

受給できる助成金です。

※第2種は¬事業主につき1回限りの支給です。
※第2種申請後の第¬種申請および同一年度内に第1種・第2種両方の申請できません。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給できません。

おもな要件

① 第1種 (男性労働者の育児休業取得 )

①育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施 ★1
0育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 ★2
聯男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上(※ )の育児休業を取得
※1人目:5日以上、2人目:10日以上、3人目:14日以上

② 第2種 (男性の育児休業取得率の上昇等)

齢★1および★2の実施

●以下のいずれかを達成

A申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、

(※ )Aの達成から申請までのイメージ

%゙以上螺 5Ъ現晨1
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前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上 (※ )
2()24年鮮

B申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ  ~lツ 諄

申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上

60%・

2025年度
(前事業年度

'申請

2026年度
(申請年度 )

①
第1種

男性の育休取得
対象労働者が子の出生後、8週以内に育休開始

1人目  20万 円
2・ 3人目 10万円

②
第2種
男性の育休取得率の上昇等

育休取得率が30%以上UP&50%達 成 等 60万円
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介護離職防止支援コース

労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、

介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金です。

(※ )支給額は、休業取得/制度利用者1人当たり。 ①～③それぞれ1事業主5人まで。制度利用期間に応じて増額あり。

① 介 護 休 業 対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 40万円

② 介 護 両 立 支 援 制 度
A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 20万円

B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 25万円

③ 業務代替支援

(1)新 規雇用 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入 20万円

(2)手 当支給等
A:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給

B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給

5万円

3万円

おもな要件

①介護休業
●介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知 ★1

●労働者との面談を実施し、プラン(P.4参照)を作成・実施 ★2

0対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

②介護両立支援制度
●★1および★2の実施

0いずれかの介護両立支援制度(※ )を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用

(※ )介護両立支援制度…所定外労働の制限制度 /′ 時差出勤制度 /深夜業の制限制度 ′/短時間勤務制度 //在宅勤務制度 //
フレックスタイム制度 //法を上回る介護休暇制度 /介護サービス費用補助制度

③ 業務代替支援

旦)」噛躍且
●対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保

皇登圧型塾覇盆豊

●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定

●対象労働者が介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用し、

業務代替者への手当支給等

育児休業等支援コース
∩

酔 円滑な育休取得・職場復帰にむけて

33

労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、

労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
① 育休取得時 30万円

② 職場復帰時 30万円

おもな要件

①育休取得時

※①②とも1事業主2人まで(無期・有期1人ずつ)。

●育児休業の取得。職場復帰支援に関する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、プラン(P.4参照)を作成・実施

●対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、

対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得

② 耳哉潟易イ猿:り吊 時  ※「0育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象

●対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施

●育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録

●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用

2

ら
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育休中等業務代替支援コース
内

酔 まわりに気兼ねなく育体を取得できるように

育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、

または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合に受給できる助成金です。

①
手 当支給等
(育児休業 )

育児休業取得者の業務代替者に
手当を支給

量大型Ю五皿型± B)うち最大30万円を先行支給 !

A業務体制整備費 :最大20万円
B業務代替手当 :最大120万円(手当支給総額の3/4)

②
手 当支給等
(短時間勤務 )

短時間勤務者の業務代替者に
手当を支給

量△L≧壼正K生」登 うち最大23万円を先行支給 !

A業務体制整備費:最大20万円
B業務代替手当 :最大108万円(手当支給総額の3/4)

③
新 規 雇 用
(育 児休業 )

育休取得者の業務代替要員を
新規雇用または派遣で受入

量△0■ユ互日壼量壁鰤型こ応じた額を支給 )
○最短(7日以上14日未満):  9万円
○最長 (6か月以上)  :67.5万 円

おもな要件
(※ )①～③全て合わせて¬年度10人まで、初回から5年間支給。その他要件あり。

①手当支給等(育児休業)
0代替業務の見直し。効率化の取組の実施 ★1
⑮業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定 ★2
爾対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

機業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

②手当支給等(短時間勤務)
磯★1および★2の実施

鑢対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用

機業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

③新規雇用(育児休業)
醸育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保

畿対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

機代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)

//

柔軟な働き方選択制度等支援コース

柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、対象労

働者が制度を利用した場合に受給できる助成金です。
制度を2つ導入し、対象者が制度利用 20万円

制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円

※1事業主1年度5人まで。

おもな要件

醸柔軟な働き方選択制度等(下記)を 2つ以上導入

機柔軟な働き方選択制度等の利用に関する方針の社内周知

醸労働者との面談を実施し、プランを作成・実施

ゆ制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用

▼ 柔 軟 な 働 き 方 選 択 制 度 等 (5つ )※ 異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することはできません。

○

回

フレックスタイム制度

時差出勤制度

保育サービスの
手配、費用補助制度

子の養育を容易にする
ための休暇制度

法を上回る
子の看護等休暇制度

テレワーク等 短時間勤務制度

3

4

5



不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース ＼`NEW/

不妊治療、月経 (PMS(月 経前症候群)含
む。)や更年期といつた女性の健康課題に対

応するために利用可能な両立支援制度を利

用しやすい環境整備に取り組むとともに、不

妊治療や女性の健康課題に関する労働者の

相談に対応し、それぞれに対応する両立支援

制度を労働者が利用した場合に受給できる

助成金です。

A 不妊治療のための両立支援制度を
5日 (回)利用

30万円

B
月経に起因する症状への対応の
ための支援制度を5日 (回 )利用

30万円

C 更年期に起因する症状への対応の
ための支援制度を5日 (回 )利用

30万円

※それぞれ1事業主当たり1回限り。

おもな要件

OA～ Cそれぞれの両立支援制度(※ )、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定
(※ )休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制度/在宅勤務等

0労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任

●対象労働者 (制度利用の開始日から申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用)が
A～Cそれぞれの両立支援制度を合計5日 (回)利用

■その他

●両立支援等助成金における「中小企業」の範囲

A.資本額または出資額 B.常時雇用する労働者数

小売業 (飲食業含む) 5千万円以下 50人以下

サ ビ ス 業 5千万円以下 100人以下

卸   売   業 1億円以下 100人以下

そ   の   他 3億円以下 300人以下

●「介護支援プラン」「育休復帰支援プラン」について

労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。

*プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「介護支援プラン策定」マニュアル
「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを参考にして<ださい。

*プラン策定のノウハウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が中小企業に訪問し、

企業のプラン策定を無料で支援しています。詳細はHPをご覧<ださい。

両立支援等助成金の詳しい支給要件や手続き、申請期間については、

厚生労働省のHPをご参照いただくか、本社等所在地を管轄する

都道府県労働局(申請先)へお問い合わせください。

※事業所内保育施設コースについては平成28(2016)年4月 から新規計画の認定申請受付を停止しています。

育休中等業務代替支援

コース(手当支給等)のみ、

Bの要件は全産業=往
3塑し墨医正となります !

4

両立支援等助成金 厚生労働省 検 索

2025年4月作成 リーフレットNo.8
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事業主の皆様へ 0厚生労働省 【令和 6年 7月版】LL060726 No 15
0と 、くらし、みらい0ために
Minはり01時ath.しい ur end Ⅵblf"

年収の壁対策として

労働者1人につき還議た50正F円助成します :

キヤリアアツプ助成金

年収の壁対策の取組を行うことで、

労働者にとっては、「年収の壁」を意識せず働くことができ、
社会保険に加入することで、処遇改善につながる !

事業主の皆様においては、人手不足の解 消 に :

キヤリアアツプ助成金「社会保険適用時処遇改善コー
~ワ

|

ム 」

※令和 6年 10月の社会保険の適用拡大に伴つて、新たに加入対象となる
労働者に対して以下の取組を行う場合、本助成金を活用できます。

○労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組を行つた事業主に助成 します。

(1)手当等支給メニュー            (2)労 働時間延長メニュー

西件        1人 当た り   週所定労働時間  賃金の  1人 当たり女‐lT        
助成額      の延長    増額   助成額

⌒ 賃金の■_三 %墨二塑重國皿_立盤 1多 貝__   4時 間以上   ―
∪
 (社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 等 ) 20万 円 (注 )  3時

間 以 上   E眩 ivト
⌒ 賃金の上里堕里旦望重國二重盤 2r貝__   4時 間未満  J7… ―  __∪
(社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 等 )他  20万 円 (注 ) 2時

間 以 上   .n口 、′卜 30万 円
う 口土 日日 土 ミ

=:    
』.ヽ′ 70″ L」 …

⌒ 賃 金 を ■ 8%以 上」 _堕 3年旦 __   J吋 l日』不 ,m
Ψ
 (労働時間延長による手取り増も含む)  ■ 0万 円     1時 間 以 上   .E眩 :vト

う 鳳二 日日 」ヒ ミ■ :    ■.J'7υ ″
^…
」_

(注 )1′ 2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請 (1回あたり10万円支給)   ∠町 iB」 万
“
円

oネ十会 俣 瞼 :商用イF:佳ヨF当                     ※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は 3/4の額。

量絋嶽鼈心な量楼鉤塁糞1聾{i[暉夕ぎξ処[言itti覆蠣:
※全狙8■墾E整 1旦菫ェの間に駈上上菫重議憂ヒ功[因國EL揃上」ム_」Ш ご_る者への取組が助成対象になります。

r注書占1 対象 となる労働者は、社会保険の加入日の 6か月前の日以前から継続 して雇用され、L圧ふ思` 社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
・助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出してください。

【≡F続き】  ※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで (令和6年 10月 1日加入の場合、同年9月 30日まで)。
・取組を 6か月間継続した後、 2か月以内に支給申請してください (流れは裏面ご参照)。

対象者以外にも賃上げを行う場合の本助成金の活用方法
○非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定 (賃金テープル等)を増額改定する場合、
キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)を併用することもできます。

。新たに社会保険に加入するパー ト従業員  8人
うち、労働時間を延長できる     3人 卜3時間延長 +5%賃 上げ >労働時間延長メニュー
うち、労働時間の延長が難しい    5人 >5%賃 上げ
。既に社会保険に加入しているパー ト従業員 32人 >5%賃 上げ

キャリアアップ助成金の別のコースを活用

改定後最低賃金の発効日以後、改定後最低賃金額までの賃金引上げ分は、助成金の要件であ
る「賃上げの取組」に含めることはできません。

¬

l卜
賃金規定等改定コース

年
収
の
壁

<例 >パー ト従業員全員 (40人 )の時給を 5%UP(例 :1′ 000円→ 1′ 050円 )させる場合

【注意点】
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対象となる労働者をチェックしましよう :

雇用している短時間労働者の中に、新たに社会保険の被保険者の要件※1を満たす方はいますか

以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の 6か月前の日以前から糸断売して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去 2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかつた。

その労働者は、社会保険加入日から 2か月以内に、週所定労働時間を一定時間
延長する ※2ができますか。

その労働者の性創卿i効日入日から最長 2年儲確汗当※3集裟D5齢1舒髪
し合いを行う予定です帆の働き方について、

その労働者は、社会凩卿]日入日から 1年力洋3旦した時点で、

は い い い
`え

は い いいヌL

いいえは い

い い .えによい

いいえはい

(1)(2)a)
併用メニュー

(1)手当等支給
メニュー

には該当しません。

※ 1 厚生年金保険の適用対象者 (フルタイム従業員、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の4分の3
以上の者)が常時101人以上 (令和 6年 10月以降は51人以上)の企業等の場合、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定
内賃金が月額8.8万円以上の者であること (学生、雇用見込み 2か月未満の者を除く)。 同適用対象者が常時100人以下
(令和 6年 10月以降は50人以下)の企業等の場合、上述の厚生年金保険の適用対象者に該当する者であること。

※ 2 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5%増額改定する等の措置。詳しくは、
表面の「 (2)労働時間延長メニュー」をご覧ください。
※3 社会保険適用促進手当 (標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長2年間、社会保険の
標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当)

キャリアアップ計画書※を事前に作成 0提出しましよう :
※雇用保険適用事業所単位でキャリアアップ管理者を設置し、労働者代表者の意見を聞いて作成する計画のこと。

○取組開始日の前日までに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局へ提出してください。
(不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持つてご準備ください)

労働時間延長

メ
=ュ
ー

併用メニュー

手当蓄支綸

メニュー

キヤリアアップ
計画書の提出

賃上げ、労働時間

延長の取組

:本助成金の他 |

2ヽ重星奮三
｀
量討≦_

‐準la層蝠諄

支給申請

(4回目)

の コ ス の

ださい。 ″

.:繹卿熙| . ‐

支給申請

(5回目)

手当等の支給    手当薔の支給

6ケ月

手当等の支給 手当等の支給

2ケ月

1年 6ケ月 2年 2年 6ケ月1年

ゆ
支給申請
(1回目)

2ケ月

支給申請
(2回目)

1濁111,Ittllll,「

支給申請

(3回日)
取組開始

(社会保険の適用 )

賃上げ響、労働時間

延長あるいはその両方

による増額

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口

○ 「年収の壁突破 。総合相談窓口」 (コールセンター)にもご相談いただけます。
年収の壁突破・総合相談窓口 (フ リーダイヤル・無料)

Uに,0120-030-045  〒重督守鴫日
:翼

緊年握
:(B凡
11)3Fli」尉亀いただけません。)

○ キャリアアップ助成金の詳細については、者F道府県労働局または八□一ワークまでお問合せください。
○ 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する相談を受け付けています。

厚生労働省公式HP

|

ヽ
検 索最寄りのセンターの連絡先は

(2)労働時間延長
メニュー

賃上げ、労働時間

手当等の支給    手当等の支給 基本給 (総支給額 )
「
―
＝
『
―
―
∃

一　

　

３

一



事業主の皆さまへ(1～ 4、 6～ 11は全企業が対象 )

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和 7(2025)年 4月 1日 から段階的に施行

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や
介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。

対象となる子の

範囲の拡大
小学校就学の始期に達するまで 小学校 3年生修了まで

取得事由の拡大
(③④を追加)

①病気。けが
②予防接種。健康診断

①病気。けが
②予防接種。健康診断

3感染症に伴う学級閉鎖等
'4入園 (入学 )式、卒園式

労使協定による継続
雇用期間6か月未満
除外規定の廃止

<除外できる労働者>
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満

く除外できる労働者>
①週の所定労働日数が2日以下

Ⅲ2'を撤廃

名称変更 子の看護休暇 子の看護 休暇

改正内容

子の看護休暇の見直し 就業規則等の見直し

※ 取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日 )から変更ありません。

ロロロロロ:llll口 ll:lllllllllllll:~

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大   E亜ヨ就業規則等の見直し

●

●

●

目巨

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 選択する場合は
就業規則等の見直し

※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる
場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

1

請求可能となる労働者
の範囲の拡大

3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

改正内容

代替措置 (※ )の
メニューを追加

<代替措置>
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等

<代替措置>
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等

3｀テレワーク

改正内容

(り 偏謝甲瓢勲鶯 都道府県労働局雇用環境。均等部 (室 )

3[

O-O > s'il 7 eozs)EqE 1 E D\B ffitt

施行後

施行後

施行後


